
（別紙様式１）

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）

公 共 工 事 の 名 称 、 場 所 、 期 間 及 び 種 別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号
一般競争入札・指名
競争入札の別(総合
評価の実施)

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率 備　　考

分任支出負担行為担当官

東京港湾事務所長

Ｈ３１．４．１～R３．３．３１ 東京港湾事務所

建設コンサルタント等 東京都江東区新木場１－６－２５

分任支出負担行為担当官

東京港湾事務所長

Ｈ３１．４．１～R３．３．３１ 東京港湾事務所

建設コンサルタント等 東京都江東区新木場１－６－２５

分任支出負担行為担当官

東京港湾事務所長

Ｈ３１．４．１～R２．３．３１ 東京港湾事務所

建設コンサルタント等 東京都江東区新木場１－６－２５

分任支出負担行為担当官

東京港湾事務所長

Ｈ３１．４．８～R２．３．２３ 東京港湾事務所

建設コンサルタント等 東京都江東区新木場１－６－２５

分任支出負担行為担当官

東京港湾事務所長

Ｈ３１．４．２５～R１．１１．２９ 東京港湾事務所

建設コンサルタント等 東京都江東区新木場１－６－２５

分任支出負担行為担当官

東京港湾事務所長

R１．７．１７～R２．６．１９ 東京港湾事務所

建設コンサルタント等 東京都江東区新木場１－６－２５

分任支出負担行為担当官

東京港湾事務所長

R１．８．２～R２．２．２８ 東京港湾事務所

建設コンサルタント等 東京都江東区新木場１－６－２５

分任支出負担行為担当官

東京港湾事務所長

R１．８．２８～R２．３．３１ 東京港湾事務所

建設コンサルタント等 東京都江東区新木場１－６－２５

分任支出負担行為担当官

東京港湾事務所長

R１．１０．２５～R２．３．３１ 東京港湾事務所

空港等舗装工事 東京都江東区新木場１－６－２５

東京港臨港道路（南北線）立坑付帯施設実施設計等
業務

金額は消費税込(10％

金額は消費税込(10％

東京港監督補助業務

H31.4.1
（株）ポルテック

5010401047320
一般競争入札

（総合評価）
124,113,267 118,800,000 95.7% 金額は消費税込(10％

東京都千代田区内神田１－８－１

東京港施工状況確認補助業務

H31.4.1
（一財）港湾空港総合技術センター

5010005002705
一般競争入札

（総合評価）
258,639,661 245,300,000 94.8% 金額は消費税込(10％

東京都千代田区霞が関３－３－１

東京港建設資材価格等調査

H31.4.8
(一財)建設物価調査会

6010005018675
一般競争入札

（総合評価）
26,140,435 25,300,000 96.8%

東京都中央区日本橋大伝馬町１１－８

令和元年５月分　　該当なし

H31.4.25
(株)オリエンタルコンサルタンツ　関東支社

4011001005165
指名競争入札

（簡易公募型競争入札）
（総合評価）

11,588,723 11,333,000 97.8% 金額は消費税込(10％
東京都渋谷区本町３－１２－１

31,900,000
東京港臨港道路（南北線）技術資料作成業務

R1.7.17
（一財）港湾空港総合技術センター

5010005002705
指名競争入札

（簡易公募型競争入札）
（総合評価）

令和元年６月分　　該当なし

32,339,957 98.6% 金額は消費税込(10％
東京都千代田区霞が関３－３－１

R1.8.2
(株)オリエンタルコンサルタンツ　関東支社

4011001005165
指名競争入札

（簡易公募型競争入札）
（総合評価）

8,815,932 8,470,000 96.1% 金額は消費税込(10％
東京都渋谷区本町３－１２－１

R1.8.28
日本工営（株）東京支店

2010001016851
一般競争入札

（総合評価）
99.5%9,900,000 金額は消費税込(10％

東京港臨港道路南北線舗装等工事

東京都千代田区九段北１－１４－６

令和元年９月分　　該当なし

R1.10.25
日本道路（株）

9010401023409
一般競争入札
（総合評価）

450,447,906 90.3% 金額は消費税込(10％
東京都港区新橋１－６－５

5010005002705
一般競争入札

（総合評価）
118,676,303 112,530,000

9,945,100

406,780,000

94.8%
東京都千代田区霞が関３－３－１

東京港臨港道路（南北線）付帯施設実施設計等業務

東京港施工及び調査関係資料作成業務

H31.4.1
（一財）港湾空港総合技術センター

東京港臨港道路南北線主電気室棟他建築工事監理
業務



（別紙様式２）

　   　　　　　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号
随意契約によることとした会計
法令の根拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率
再就職
の役員
数

備　　考

分任支出負担行為担当官

東京港湾事務所長

R1．６．２４～R２．３．１３ 東京港湾事務所

建設コンサルタント等 東京都江東区新木場１－６－２５

令和元年１０月分　　該当なし

令和元年８月分　　該当なし

平成３１年４月分　該当なし

令和元年９月分　　該当なし

令和元年７月分　　該当なし

10,047,716
東京港臨港道路（南北線）船舶航行安全対策検討業務

R1.6.24
（公社）東京湾海難防止協会

1020005009686 10,032,000 99.8%
神奈川県横浜市中区海岸通り３－
９

会計法29-3-4
理由は別紙２－１のとおり
（簡易公募プロポーザル）

令和元年５月分　　該当なし



別紙２－１ 

令和元年度 

東京港湾事務所 

 

随 意 契 約 理 由 書 

 

（件名） 東京港臨港道路（南北線）船舶航行安全対策検討業務  

 

 

本件は、下記の理由により公益社団法人東京湾海難防止協会と随意契約致したい。 

 

記 

 

 本業務は東京港１０号地その２～中央防波堤外側地区臨港道路整備事業等の施工場所周

辺海域を航行する船舶に及ぼす影響及び船舶航行の安全確保のために必要な対策について、

学識経験者、海事関係者並びに関係官公庁等で構成する委員会を設置し検討するものであ

る。 

 船舶航行安全の検討にあたっては、海難防止に関する専門的な知見並びに東京港におけ

る船舶の航行管制及び航行実態に精通し、海上工事に伴う一般船舶の航行安全や海難防止

等に関する高度な技術力を有していることが必要である。 

 よって、海難防止に関する専門的な知見や航行安全等に関する高度な技術力を有する者

から広く知見を求め、業務内容に反映することにより、幅広く高度な検討を行うことが期

待できる。そのため、簡易公募型プロポーザル方式により、以下の特定テーマについて技

術提案を求めた。 

「中防北水路を早期に東行再開可能とするための方策を検討する上での留意点」 

本業務実施に係るプロポーザル方式により提案された技術提案書を建設コンサルタント

等選定委員会において評価選定した結果、過年度の検討結果を踏まえ、設定予定の工事作

業区域のうち、東行再開が可能な時期を検討し、工事作業区域の縮小に着目する等、優れ

た技術提案を行った公益社団法人東京湾海難防止協会を特定した。本業務の実施方針及び、

特定テーマに対する技術提案についてヒアリングを行い総合的に判断した結果、幅広く高

度な知識を有し本業務を実施することが適当であるとされたものである。 

 よって、会計法第 29 条の３第４項により、公益社団法人東京湾海難防止協会と随意契

約をするものである。 



（別紙様式３）

　  　　 　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号
一般競争入札・指
名競争入札の別
(総合評価の実施)

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率 備　　考

分任支出負担行為担当官 １月当たり １月当たり

東京港湾事務所長

東京港湾事務所 1,149,244（消費税込8%） 783,410（消費税込8%）

東京都江東区新木場１－６－２５ 1,170,526(消費税込10%) 797,918(消費税込10%)

分任支出負担行為担当官 供用１日当たり 供用１日当たり
東京港湾事務所長

東京港湾事務所 90,117（消費税込8%） 89,640（消費税込8%）

東京都江東区新木場１－６－２５ 91,786(消費税込10%) 91,300(消費税込10%)

分任支出負担行為担当官

東京港湾事務所長

東京港湾事務所

東京都江東区新木場１－６－２５

分任支出負担行為担当官

東京港湾事務所長

東京港湾事務所

東京都江東区新木場１－６－２５

分任支出負担行為担当官

東京港湾事務所長

東京港湾事務所

東京都江東区新木場１－６－２５
102,300

令和元年６月分　　該当なし

令和元年７月分　　該当なし

供用１日当たり供用１日当たり
東京港港湾業務艇用船
一式

東亜建設工業（株）東京支店

令和元年９月分　　該当なし

令和元年８月分　　該当なし

1,504,573

1,373,400

68.2%

1,664,390
東京都東村山市廻田町４－１５－
７－２０３

一般競争入札
（株）ティ・ビィ・エス

9012701013956

大阪府守口市八雲東町２－８２－
２２大日駅前ビル３Ｆ

99.5%
東京港「江戸」運航
一式

（株）ポルテック

6120001159768
国内ロジスティクス（株）

一般競争入札

一般競争入札

金額は消費税込（4/1～
9/30 (8%)と10/1～3/31
（10%）の合計）

90.4%

東京都千代田区内神田１－８－１

東京港湾事務所庁舎清掃
一式

H31.4.1

H31.4.1

H31.4.1

東京港湾事務所車両管理業務
一式

単価契約
予定調達総額
               ¥9,487,968
金額は消費税込（4/1～
9/30 (8%)と10/1～3/31
（10%）の合計）

5010401047320

東京港湾事務所貸切バス運行業務
一式
東京港湾事務所貸切バス運行業務
一式

H31.4.1
(有)豊自動車交通
東京都江戸川区鹿骨２－２８－７

一般競争入札 76.0%1,807,6563011702012196
金額は消費税込（4/1～
9/30 (8%)と10/1～3/31
（10%）の合計）

102,300107,884

3011101055078 一般競争入札 94.8%
107,884

単価契約
予定調達総額
         ¥4,323,330
金額は消費税込(10％)

単価契約
予定調達総額
             ¥23,126,660
金額は消費税込（4/1～
9/30 (8%)と10/1～3/31
（10%）の合計）

令和元年５月分　　該当なし

R1.10.1
東京都中央区日本橋室町４－１－６



（別紙様式４）

　   　　　　　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量
契約を締結
した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号
随意契約によることとした会計
法令の根拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率
再就職の
役員数

備　　考

東京港港湾業務艇桟橋使用料
一式

H31.4.1

土地使用料（１５号地地区）
一式

H31.4.1
東京都東京港管理事務所

8000020130001 予決令第99条第16号 10,362,000 10,362,000 100.0%
東京都港区港南３－９－５６

土地使用料（中防内側地区・その１）
一式

H31.4.1
東京都東京港管理事務所

8000020130001  予決令第99条第16号 12,513,600 12,513,600 100.0%
東京都港区港南３－９－５６

土地使用料（１０号地その２地区・その１）
一式

H31.4.1
東京都東京港管理事務所

8000020130001  予決令第99条第16号 22,777,920 22,777,920 100.0%
東京都港区港南３－９－５６

土地使用料（１０号地その２地区・その２）
一式

H31.4.1
東京都東京港管理事務所

8000020130001  予決令第99条第16号 97,262,880 97,262,880 100.0%
東京都港区港南３－９－５６

土地使用料（１０号地その１地区）
一式

H31.4.1
日本製鉄（株）

3010001008848 会計法第29条の３第４項
理由は別紙4－1のとおり

91,270,340 91,270,340 100.0%
東京都千代田区丸の内２－６－１

土地使用料
(東京港臨港道路南北線用地借上)
一式

H31.4.1
東京港埠頭(株)

3010601034839 会計法第29条の３第４項
理由は別紙4－2のとおり

45,570,777 45,570,777 100.0%
東京都江東区青海２－４－２４

建物使用料
一式

H31.4.1
アサガミ(株)東京海運支店

2010001035562
会計法第29条の３第４項

理由は別紙4－3のとおり
2,255,040 2,255,040 100.0%

東京都江東区青海４－７－６

建物使用料
一式

H31.4.1
東海海運(株)

1010401020090
会計法第29条の３第４項

理由は別紙4－4のとおり
2,255,040 2,255,040 100.0%

東京都港区芝浦２－２－１８

土地使用料及び係留施設使用料
一式

H31.4.1
京葉ユーティリティ(株)

9040001019259
会計法第29条の３第４項

理由は別紙4－5のとおり
14,946,827 14,946,827 100.0%

千葉県船橋市高瀬町１１

15号地木材ふ頭の管理運営費分担金
一式

H31.4.1
東京木材埠頭（株）

9010601019644
会計法第29条の３第４項

理由は別紙4－6のとおり
10,854,000 10,854,000 100.0%

東京都江東区若洲１－５－８

令和元年５月分　該当なし

令和元年６月分　該当なし

土地使用料（中防内側地区・その３）
一式

R1.7.31
東京都東京港管理事務所

8000020130001 予決令第99条第16号 24,900,480 24,900,480 100.0%
東京都港区港南３－９－５６

令和元年８月分　該当なし

令和元年９月分　該当なし

新木場二丁目地区建設業協議会
－

東京都江東区新木場２－３－１
会計法第29条の３第４項

理由は別紙4-7のとおり
2,249,089 2,249,089 100.0%



（別紙様式４）

　   　　　　　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量
契約を締結
した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号
随意契約によることとした会計
法令の根拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率
再就職の
役員数

備　　考

令和元年１０月分　該当なし



 
別紙４－１ 

 

平成 31 年度 
 

 

東京港湾 
 

 

随意契約理由書 
 

 

 

 

（件名）土地使用料（１０号地その１地区） 
 

 
 

本件は、下記の理由により、日本製鉄株式会社と随意契約致したい。 

 

 
記 

 
 

本業務は、東京港１０号地その２地区～中央防波堤内側地区において施工中の東京

港臨港道路南北線整備事業にて使用する沈埋函艤装品ヤードの借上を行うものであ

る。 

 

 事業実施中である東京港臨港道路南北線整備事業において、海上トンネル部を構成す

る沈埋函の沈設用部材（沈設ポンツーン、タワーポンツーン等）は１号函から７号函で

使用する。各函沈設後、次の函に艤装するまでの期間は保管場所が必要となる。 
 
 保管場所の選定にあたっては、施工効率を勘案し、艤装場所である１５号地木材ふ頭

及び船橋市京葉食品コンビナートを有する東京港及び千葉港葛南地区を調査範囲とし、

海上運搬を行うための岸壁を有すること、起重機船の接岸のため－５ｍ以上の水深を有

することを条件として、港湾管理者である東京都及び千葉県と調整を行ったが、公共岸

壁では条件を満たす用地を確保出来ないとの結果となった。 
 

 上記の結果を受け、東京港及び千葉港葛南地区の公共岸壁以外で利用できる土地を調

査したところ、条件を満たす土地は当該土地のみであったため、所有者である日本製鉄

株式会社を特定した。 
 

よって、会計法第２９条の３第４項により、日本製鉄株式会社と随意契約した

い。 
 



 
別紙４－２ 

 

平成 31 年度 
 

 

東京港湾 
 

 

随意契約理由書 
 

 

 

 

 

（件名）土地使用料（東京港臨港道路南北線用地借上） 
 

 

 
 

本件は、下記の理由により、東京港埠頭株式会社と随意契約致したい。 

 

 

 
記 

 

 
 

本業務は、東京港１０号地その２ふ頭において実施中の東京港臨港道路南北線整
備事業にて使用する作業ヤードの借上を行うものである。 

 
当該事業の工事を施工するには、起業地に隣接する作業ヤードが必要であること

から、隣接地の所有者である東京港埠頭株式会社の合意を得て、平成２８年度から
作業ヤードとして土地を借上ているものである。 

本年度も継続して東京港埠頭株式会社の所有地を作業ヤードとして借上げる必要
がある。 

 
よって、会計法第 29 条の 3 第 4 項により、東京港埠頭株式会社と随意契約す 

ることとする。 
 



別紙４－３ 

平成３１年度 

 

東京港湾 

 

随意契約理由書 

 

 

（件名） 建物使用料   

 

 

 

本件は、下記の理由により、アサガミ株式会社と随意契約致したい。 

 

 

記 

 

 

 本業務は、東京港臨港道路南北線整備事業における安全対策に必要な、ライトメール

（工事情報及び管制信号情報表示電光板）の設置に使用する物件を借上げるものである。 

 

 当該事業の海上工事に伴い、周辺海域では大規模な航行規制を行う必要がある。一般

船舶の安全確保を目的に、周辺岸壁を利用する船舶及び航行する船舶に、工事情報及び

航路状況を伝達するため、ライトメールを設置することが必須である。対象岸壁等から

視認できる設置場所として適切な物件を調査したところ、アサガミ株式会社の該当物件

が最適であるため、アサガミ株式会社を特定した。 

 

 よって、会計法第２９条の３第４項により、アサガミ株式会社と随意契約することと

する。 

 

 

以上 

 



別紙４－４ 

平成３１年度 

 

東京港湾 

 

随意契約理由書 

 

 

 

（件名） 建物使用料   

 

 

 

本件は、下記の理由により、東海海運株式会社と随意契約致したい。 

 

 

記 

 

 

 本業務は、東京港臨港道路南北線整備事業における安全対策に必要な、ライトメール

（工事情報及び管制信号情報表示電光板）の設置に使用する物件を借上げるものである。 

 

 当該事業の海上工事に伴い、周辺海域では大規模な航行規制を行う必要がある。一般

船舶の安全確保を目的に、周辺岸壁を利用する船舶及び航行する船舶に、工事情報及び

航路状況を伝達するため、ライトメールを設置することが必須である。対象岸壁等から

視認できる設置場所として適切な物件を調査したところ、東海海運株式会社の該当物件

が最適であるため、東海海運株式会社を特定した。 

 

 よって、会計法第２９条の３第４項により、東海海運株式会社と随意契約することと

する。 

 

 

以上 



 
別紙４－５ 

 

平成 31 年度 
 

 

東京港湾 
 

 

随意契約理由書 
 

 

 

 

 

（件名）土地使用料及び係留施設使用料 
 

 

 
 

本件は、下記の理由により、京葉ユーティリティ株式会社と随意契約致したい。 

 

 

 
記 

 

 
 

本業務は、東京港臨港道路南北線整備事業にて必要な、沈埋函浮遊打設作業用の
土地及び係留施設を借上げるものである。 

 
当該事業の沈埋函浮遊打設作業用の土地及び係留施設は、限られた工期の中で速

やかに事業を進めるため、静穏度の高い環境下で浮遊打設作業ができる面積及び沈
埋函を係留できる水深を有することが必須である。上記の条件をもとに沈埋函浮遊
打設作業用の土地及び係留施設として適切なものを調査したところ、京葉ユーティ
リティ株式会社所有の当該土地及び係留施設以外に適切なものはなかったため、京
葉ユーティリティ株式会社を特定した。 

 
よって、会計法第 29条の 3第 4項により、京葉ユーティリティ株式会社と随意

契約することとする。 



 
別紙４－６ 

 

平成 31 年度 
 

 

東京港湾 
 

 

随意契約理由書 
 

 

 

 

 

（件名）１５号地木材ふ頭の管理運営費分担金 
 

 

 
 

 

 
記 

 

 
 

本案件は、東京港臨港道路南北線整備事業にて必要な、沈埋函浮遊打設作業用の
係留施設を使用するため管理運営費の一部を負担するものである。 

 
当該事業の沈埋函浮遊打設作業用の係留施設は、限られた工期の中で速やかに事

業を進めるため、静穏度の高い環境下で浮遊打設作業ができる面積及び沈埋函を係
留できる水深を有することが必須である。上記の条件をもとに沈埋函浮遊打設作業
用の係留施設として適切なものを調査したところ、１５号地木材ふ頭の係留施設以
外に適切なものはない。 

１５号地木材ふ頭は木材の優先ふ頭であり、東京木材埠頭株式会社が東京都より
使用許可を受け、管理運営しているふ頭である。本ふ頭の係留施設使用にあたり施
設使用料は発生しないが、当該ふ頭を管理するために要する費用の一部を負担する
ことで使用の合意を得た。 

 
よって、会計法第 29 条の 3 第 4 項により、東京木材埠頭株式会社と随意契約

することとする。 

 



平 成 ３１ 年 度

東 京 港 湾

随 意 契 約 理 由 書

( 件 名 ) 東京港港湾業務艇桟橋使用料

本件は、下記理由により新木場二丁目地区建設業協議会

と随意契約致したい。

記

本件は、当事務所が所有する港湾業務艇 ｢江戸 ｣を係船す

、るため新木場二丁目地区建設業協議会所有の桟橋を使用し

その料金を支払うものである。

当該港湾業務艇を係船できる施設を探した結果、近隣に

おいては新木場二丁目地区建設業協議会所有の桟橋以外に

使用可能な施設がなかった。

よって会計法第２９条の３第４項の規定により、新木場

二丁目地区建設業協議会と随意契約をするものである。

別紙４－７
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